
令和２年

第１回市議会定例会 議案第４４号

函館市都市公園条例の一部改正について

函館市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和２年２月２６日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市都市公園条例の一部を改正する条例

函館市都市公園条例（昭和３３年函館市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条の７中「１００分の５０」の後ろに「（第２条の４第１項第４

号に掲げる都市公園にあつては，１００分の６０）」を加える。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（提案理由）

運動施設の敷地面積の基準を改めるため


